
共済預金共済預金からのからのお知らせお知らせ

お問い合わせ先　福祉課　☎048-822-3305

　共済組合では、平成26年４月1日以降に新たに開設する共済預金口座か

ら、副印鑑（通帳表紙裏面に貼付しているお届印）の貼付を原則廃止すると

ともに、既に副印鑑が貼付された通帳をお持ちの方については、希望によ

り副印鑑の取外しができるものとしております。 

　なお、副印鑑の貼付がない通帳で、口座開設店以外の窓口で共済預金の

払戻しを希望する場合、払戻しまでに数日を要することとなりますので、

本組合の入学貸付などで臨時にお金を必要とする場合にはご注意ください。

　また、副印鑑を新たに貼付することもできますので、詳しくは福祉課ま

たは埼玉りそな銀行県内各支店までお問い合わせください。 

共済預共済預金金の手続き手続きにかかる本人確認本人確認時時の提示書提示書類類に関するお願いお願い
　マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため改正犯罪収益移転防止法が平成28年10月1日より施行
されたことに伴い、取引時等の際に提示いただいていた本人確認書類について顔写真が無いものについては、
確認書類が追加されることとなりましたのでお知らせします。

●共済預金の新規口座開設時
●200万円を超える現金でのお預け入れ・お引出し

●上記の事項が確認できない場合、お取引ができませんのでご注意ください。
●不明な点につきましては、埼玉りそな銀行県内各支店へお問い合わせください。

そ　 の　 他

対象となるお取引

 (※) のあるものについては、提示いただく6ヵ月以内に作成されたものに限ります。

（２） 顔写真付の公的書類をお持ちではない場合（次の書類の中から２点提示）
①組合員証または組合員資格証明書　②印鑑登録証明書（※）　③住民票の写し（※）
④住民票の記載事項証明書（※）
⑤ ご本人の住所・氏名の記載のある税金または公共料金（電気・水道水・ガス）
の領収書（※）　など

（１） 顔写真付の公的書類をお持ちの場合（次の書類の中から1点提示）
①運転免許証
②運転経歴証明書（2012年4月1日以降交付のもの）
③パスポート　④個人番号カード　⑤障害者手帳
⑥その他公的機関の発行する顔写真付の証明書　など

お 取 引 時 の
確 認 事 項
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